
 

前回の主な意見などについて 

（○：協議会委員の意見等、⇒：意見への回答等、◎確認事項、・都・区からの説明事項） 

＜協議会委員の継続などについて＞ 

  ◎ 委員継続意志のある 17 名は委員継続とする。 

  ◎ 会長、副会長は再任とする。 

  ◎ 会長名でまちづくり協議会への参加のお願い文を作成した。本文章を、沿道まちづ

くり関係町会長に配布することとする。 

＜共同化に関する制度や事業について＞ 

  ○ 沿道まちづくりにあたって、制度や事業のいろんなメニューを勉強していくことが

大切だ。 

  ○ 敷地が小さいことを考慮して、制度や事業の適用条件が緩和されるとありがたい。 

  ○ 共同化に関する補助の他にも、壁面緑化、風量発電、太陽光電池等に対する補助も

ある。 

  ○ 補助制度があっても、資金がないために共同化に参加できない方が多いことを認識

してほしい。 

  ○ 福祉施設や教育施設など公共性の高い用途を設ける場合に、適用条件が緩和などさ

れるとありがたい。 

＜報告事項＞ 

  ・ 補助第 81 号線の整備と沿道まちづくり「報告会」（H18.11.26）の開催結果につい

て 

  ・ 補助第 81 号線の整備等について（用地測量・用地買収実施状況） 

  ・ 沿道まちづくりについて（平成 18 年度 沿道まちづくりの進め方（Ａ街区・Ｂ街

区） 

  ・ 地区計画アンケートについて（地区計画等に関する意向調査結果） 

  ・ 沿道まちづくり連絡会の立ち上げについて 
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